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r6物価_3_2

（単位：千円）

-                      -                      

183,862                                   -
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

給付費　交付限度額②　（未配分額の減額後※）
（※　第２回提出分までの配分予定額と同等）

19,212               -                      
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

給付費　交付限度額②　（※）
（※　被災世帯向け給付にかかる交付限度額の今回追加分）

             953,350 -                      

56,415               
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

事務費　交付限度額③　（未配分額の減額後※）
（※　第２回提出分までの配分予定額と同等）

-                      
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

事務費　交付限度額③　（※）
（※　被災世帯向け給付にかかる交付限度額の今回追加分）

-                      335,783             国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）
給付費　交付限度額④　（令和6年7月5日通知分）

-                      467,000             国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）
給付費　交付限度額④　（令和6年12月通知分）

-                      15,578               国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）
給付費　交付限度額④　（今回追加分）

15,780               -                      国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）
給付費　交付限度額④　（令和7年●月通知分）

-                      

-                      国のR5補正予算分（給付金・定額減税一体支援枠分）
事務費　交付限度額⑤　（令和6年7月5日通知分）

国のR5補正予算分（給付金・定額減税一体支援枠分）
事務費　交付限度額④　（令和6年12月通知分）

-                      335,783             国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）
事務費　交付限度額⑤　（今回追加分）

183,862             467,000             国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）
事務費　交付限度額⑤　（令和7年●月通知分）

19,212               15,578               

969,130             -                      国のR5予備費分（給付支援サービス分）
交付限度額⑥　（令和6年度通知分）

56,415               818,361             国のR5予備費分（給付支援サービス分）
交付限度額⑥　（令和6年●月通知分）

-                      

1,228,619           

           2,046,980

Ａ

Ｂ１ Ｂ４ Ｂ５ Ｂ７

交付対象経費

国のR5補正予算分
（交付限度額①）
（推奨事業メニュー

分）

国のR5補正予算分
（交付限度額②）
（低所得世帯支援枠

分）
給付費

国のR5補正予算分
（交付限度額③）
（低所得世帯支援枠

分）
事務費

国の予備費等
（交付限度額④）

（給付金・定額減税一
体支援枠分）

給付費

国の予備費等
（交付限度額⑤）

（給付金・定額減税一
体支援枠分）

事務費

国のR5予備費分
（交付限度額⑥）

（給付支援サービス(令
和6年度)分）

国のR6補正予算分
（交付限度額⑦）
（推奨事業メニュー

分）

国のR6補正予算分
（交付限度額⑧）

（令和６年度低所得世
帯支援枠等分）

給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額⑨）

（令和６年度低所得世
帯支援枠等分）

事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額⑩）
（給付支援サービス

分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

合計  2,206,830  2,163,323  -  183,862 19,212 969,130 56,415 - 452,126 467,000 15,578 - 43,507 

令和5年度住民税均等割非課
税世帯（7万円）

（低所得世帯支援枠）
1 R5_補正 低所得 ○ ○ ○ 低所得世帯支援臨時給付金

給付事業
Ⅰ．物価高から国

民生活を守る
○ － 184,295 184,293 - 183,862 431 - 2 

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の
方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R５,R６の累計給付金額
R５年度分の住民税非課税世帯　12685世帯×70千円　　のうちR６計
画分
事務費433千円
事務費の内容　　[人件費　として支出]
④R５年度分の住民税非課税世帯　（12685世帯）

－ ○ － R6.1 R6.4 対象世帯に対して令和6年2
月までに支給を開始する

ホームページ、広報誌
対象分野に関連し
ない R5補正（地）

一体給付
（給付金・定額減税一体支援）

※不足額給付は含まない
2 R5_予備

(※)
一体支援 ○ ○ ○

低所得・子育て世帯追加支
援給付金給付事業
定額減税補足給付金給付事
業

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○ － 1,025,548 1,025,545 - 969,130 56,415 - 3 

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の
方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R５,R６の累計給付金額
令和５年度均等割のみ課税世帯　2551世帯×100千円、令和６年度
非課税化世帯　949世帯×100千円、令和６年度均等割のみ課税化
世帯　643世帯×100千円、子ども加算　2103人×50千円、定額減税
を補足する給付の対象者　37743人　(864680千円）　　のうちR６計画
分
事務費　56418千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　業務委
託料　人件費　その他　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（4143世帯）、定額減税を補足す
る給付の対象者数（37743人）

－ ○ － R6.7 R6.11 対象世帯に対して令和6年8
月までに支給を開始する

ホームページ、広報誌
対象分野に関連し
ない R6補正（地）

（デジタル庁）
給付支援サービス

（R5予備費）
3 - - 

住民税均等割非課税世帯等
への支援関連の給付費

（家計急変への横出し等・補正）
4 - - 

一体給付関連の給付費
（上乗せ等・予備費）

5 - - 

事務費
（上乗せ・横出し）

6 R5_補正 低所得 ○ ○ ○ No.2事業（事務費）
Ⅰ．物価高から国

民生活を守る
○ － 18,781 18,781 18,781 

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の
方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③事務費　18781千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　業務委
託料　人件費　その他　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（4038世帯）、定額減税を補足す
る給付の対象者数（37534人）

－ ○ － R6.7 R6.11 対象世帯に対して令和6年8
月までに支給を開始する

ホームページ、広報誌
対象分野に関連し
ない R6補正（地）

令和6年度住民税均等割非課
税世帯（3万円）

＋こども加算（2万円）
＋不足額給付

（令和６年度低所得世帯支援枠
等）

7 R6_補正 低所得 ○ ○ ○

住民税非課税・子育て世帯
支援臨時給付金給付事業
定額減税不足額給付金給付
事業

Ⅱ．物価高の克服 ○ － 482,580 482,578 - 467,000 15,578 2 

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の
方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R６の累計給付金額
令和６年度住民税均等割非課税世帯　14500世帯×30千円、子ども
加算　1600人×20千円　　のうちR６計画分
事務費　15580千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　業務委
託料　人件費　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（14500世帯）

－ ○ － R7.2 R7.3 対象世帯に対して令和7年3
月までに支給を開始する

ホームページ、広報誌
対象分野に関連し
ない R6補正（地）

（デジタル庁）
給付支援サービス

（R6補正）
8 - - 

令和６年度低所得世帯支援枠
等関連の給付費

（家計急変への横出し等・R6補
正）

9 - - 

事務費
（上乗せ・横出し）

10 - - 

【調整前】今回配分予定額
推奨事業メニュー（R6補正）交付限度額⑦ 335,783                                                                推

奨
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欄

配分予定額計
国の予備費等（定額減税一体支援枠分）　給付費

交付限度額④

配分予定額計
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費

交付限度額③

小計　配分予定額（R5経済対策分）

配分予定額計
国のR5予備費分（給付支援サービス分）

交付限度額⑥

                                                656,930
【調整後】今回配分予定額

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑦

-                                                                         

868,903                                                                                                                296,420

                                                  15,780

                                                         - -                                                                         

事業
終期

1,234,895                                              

総務省

成果目標（可能な限り定
量的指標を設定）

実施状況の公表等について（HP,広報紙な
ど）

備考1
(重点支援地方交
付金の追加を踏ま
えた各省庁の通知
の発出状況に定義
されている対象分

野)

特定事業者等
支援

自治体での予算
区分

個人を対象と
した給付金等

備考2 備考3

交付限度額計

基金
事業
始期

Ｃ
事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ６

2,103,798                                                              

小計　交付限度額（R5経済対策分）

本省繰越希望額
（R6補正により措置された給付支援サービス分　交付限度額⑩に係る希望額） -                                                                   

R

6

経

済

対

策

等

に

か

か

る

本

省

繰

越

希

望

額

記

載

欄

-                                                                         小計　配分予定額（R6経済対策等分）

配分予定額計
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額⑩

                                                  47,726

                                                  14,245

                                                  62,691

                                                         -

-                                                                   

18,130                                                            

【調整前】本省繰越額
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）交付限度額⑦

本省繰越の追加希望額　手動入力分
（調整用）

※記載は不要

                                                969,130

                                                      720

-                                                         

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額⑧　（令和6年12月17日通知分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額⑨　（令和6年12月17日通知分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額⑧　（令和7年●月通知分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額⑨　（令和7年●月通知分）

485,130                                                                

47,990                                                                  

335,783                                                                

183,862                                                

-                                                         

183,862                                                

19,212                                                  

-                                                         

485,130                                                                

47,990                                                                  

小計　交付限度額⑧

小計　交付限度額⑨

既配分額
国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

既配分額
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費

交付限度額②

既配分額
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費

交付限度額③

既配分額
国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）　給

付費
既配分額

国のR5補正予算分（給付金・定額減税一体支援枠分）
事務費

交付限度額⑤

既配分額
国のR5予備費分（給付支援サービス分）

交付限度額⑥

既配分額
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額⑩

19,212                                                  

小計　交付限度額②

小計　交付限度額③

既配分額
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑦

既配分額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等

分）　給付費　交付限度額⑧

既配分額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等

分）　事務費　交付限度額⑨

国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①　（令和5年度本省繰越分）

今回配分予定額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等

分）　事務費　交付限度額⑨
今回配分予定額

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）
交付限度額⑩

配分予定額計
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑦

今回配分予定額
国のR5予備費分（給付支援サービス分）

交付限度額⑥

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額⑦
にかかる交付対象経費 452,126                                        

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額⑧にかかる交付対象経費 467,000                                        

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額⑨にかかる交付対象経費 15,578                                          

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）　交付限度額⑩
にかかる交付対象経費 -                                                 

今回配分予定額
国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）　給

付費

今回配分予定額
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費

交付限度額②
今回配分予定額

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費
交付限度額③

配分予定額計

配分予定額計
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等

分）　給付費　交付限度額⑧
配分予定額計

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等
分）　事務費　交付限度額⑨

Ｂ３

配分予定額計
国の予備費等（定額減税一体支援枠分）　事務費

交付限度額⑤

今回配分予定額
国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

都道府県・市町村コード（５桁）

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費　交付限度額③
にかかる交付対象経費松田　泰和

都道府県区分

地方公共団体名（コード有り）

電話番号

メールアドレス

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費　交付限度額②
にかかる交付対象経費

交付対象経費(地方単独事業費)
（R5経済対策分）

担当者氏名

国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）　給付費　交付限度額④
にかかる交付対象経費

19,212                                          

56,415                                          

-                                                 

国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）　事務費　交付限度額⑤
にかかる交付対象経費

国のR5予備費分（給付支援サービス分）　交付限度額⑥
にかかる交付対象経費

969,130                                        
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※

事

務

連
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参
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183,862                                        

移替先

32,412                                                            

交付対象経費(地方単独事業費)
（R6経済対策等分）

小計　交付限度額④

小計　交付限度額⑤

小計　交付限度額⑥

国のR6補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑦　（令和6年12月17日通知分）

小計　交付限度額（R6経済対策等分）

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額⑩　（今回追加分）

本省繰越希望額
（R6補正により措置された令和６年度低所得世帯支援枠等分（事務費）

交付限度額⑨に係る希望額）

今回配分予定額
国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）　事

務費

今回配分予定額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等

分）　給付費　交付限度額⑧

配分予定額計
国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①
配分予定額計

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費
交付限度額②
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令和６年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

企画政策部　企画調整課担当部局課名

-                                                 07202

【07_福島県】

07202_福島県会津若松市

国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①
にかかる交付対象経費

0242-39-1201

地

方

単

独

事

業

推奨事業メ
ニュー

⑨を選択した場合、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称 経済対策との関係

【調整後】本省繰越希望額
（R6補正により措置された推奨事業メニュー分　交付限度額⑦に係る希望額）

（交付限度額⑦を上限とする）
本省繰越希望額

（R6補正により措置された令和６年度低所得世帯支援枠等分（給付費）
交付限度額⑧に係る希望額）

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

kikaku@city.aizuwakamatsu.lg.jp

総事業費

Ｂ
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交付対象経費

国のR5補正予算分
（交付限度額①）
（推奨事業メニュー

分）

国のR5補正予算分
（交付限度額②）
（低所得世帯支援枠

分）
給付費

国のR5補正予算分
（交付限度額③）
（低所得世帯支援枠

分）
事務費

国の予備費等
（交付限度額④）

（給付金・定額減税一
体支援枠分）

給付費

国の予備費等
（交付限度額⑤）

（給付金・定額減税一
体支援枠分）

事務費

国のR5予備費分
（交付限度額⑥）

（給付支援サービス(令
和6年度)分）

国のR6補正予算分
（交付限度額⑦）
（推奨事業メニュー

分）

国のR6補正予算分
（交付限度額⑧）

（令和６年度低所得世
帯支援枠等分）

給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額⑨）

（令和６年度低所得世
帯支援枠等分）

事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額⑩）
（給付支援サービス

分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

事業
終期

成果目標（可能な限り定
量的指標を設定）

実施状況の公表等について（HP,広報紙な
ど）

備考1
(重点支援地方交
付金の追加を踏ま
えた各省庁の通知
の発出状況に定義
されている対象分

野)

特定事業者等
支援

自治体での予算
区分

個人を対象と
した給付金等

備考2 備考3基金
事業
始期

Ｃ
事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ６Ｂ３

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ
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対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単
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事

業

推奨事業メ
ニュー

⑨を選択した場合、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称 経済対策との関係Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる
総事業費

Ｂ
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11 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
地域交通事業者緊急支援金
（地域公共交通活性化事業
費）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例よりも
更に効果があ
ると判断する
地方単独事業

市内の地域公共交通事業者は、通勤・
通学、買い物・通院等の移動手段の提
供等、市民生活に必要不可欠であり、
社会基盤として重要な役割を担ってい
る。しかしながら、各事業者は燃料価格
や物価の高騰の影響により、極めて厳
しい経営環境にあることから、事業継続
に必要な経費を支援する必要がある。
なお、支援対象には第三セクター（会津
鉄道）も含んでいるが、鉄道事業者へ
の支援はあくまでも列車の動力となる
軽油の高騰分に伴う経費相当分を支援
するものである。

26,102 26,102 26,102 - 

＜バス・タクシー事業者＞
①燃油高騰により運行経費が増大している交通事業者に対して、燃料の購入量に
応じて支援し、運行継続を図る。
②令和6年１月～12月のガソリン・軽油購入量
③補助率　10/10
・路線バス：走行キロ分の燃料費の価格上昇分（令和元年度と令和6年１月～12月
を比較）
＠33.98円×480,442.1km×（175.9円-148.7円）/148.7円＝2,986,223円（A）
・貸切バス、タクシー：令和元年度の福島県平均小売価格と令和6年1月～12月の
同価格の差額×購入量
780,345リットル×（175.9円-148.7円）＝21,225,384円（B）
④路線バス・貸切バス事業者、タクシー事業者（福祉タクシー事業者含む）

＜鉄道事業者＞
①原油価格・物価高騰の影響を特に受け、経営が厳しくなっている会津鉄道（株）に
対して、県及び沿線自治体と協調して支援し、運行継続を図る。
②列車の運行に必要な軽油の燃料費
③会津鉄道の経営健全化３ヶ年計画で定められた令和６年度「燃料費」の計画値と
想定される高騰額との差額分
・会津鉄道　R6燃料費想定額ーR6経営健全化計画予算額＝差額
　　　　　　44,120千円ー32,721千円＝11,408千円
　※負担割合　福島県：沿線３市町＝７：３
　（負担割合は会津鉄道の経営安定化補助金の負担割合を採用）
　　沿線3市町の負担割合　基金の拠出割合による
　○会津若松市　55.22％　1,889,783円（C）
　　南会津町　　25.41％　　869,601円
　　下郷町　　　19.37％　　662,895円
④会津鉄道

－ － － R7.2 R7.3 対象事業者に対して令和7年
3月までに交付する。

市ホームページに掲載
運輸交通・物流・観
光事業者 R6補正（地）

12 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○

住民税非課税世帯支援光熱
費等助成金（住民税非課税
世帯支援光熱費助成事業
費）

Ⅱ．物価高の克服 ○

①エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う低所得世
帯支援

87,000 43,500 43,500 43,500 

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰による低所得世帯（住民税
非課税世帯）への影響を緩和するため、光熱費支援として１世帯あた
り6千円の助成を行う。
②低所得世帯（住民税非課税世帯）への助成
③助成金87,000千円（14,500世帯×6千円）－県補助金43,500千円
　福島県物価高騰対応低所得世帯緊急支援事業補助金
　14,500世帯×補助額6千円×補助率1/2＝43,500千円
④R６年度分の住民税非課税世帯等　14,500世帯

－ ○ － R7.2 R7.3 対象世帯に対して令和7年2
月までに支給を開始する

市ホームページ
広報誌

対象分野に関連し
ない R6補正（地）

13 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
飼料価格高騰緊急対策事業
補助金（畜産振興事業費）

Ⅱ．物価高の克服 ○
⑥農林水産業
における物価
高騰対策支援

4,658 4,658 4,658 - 

①飼料価格の高騰により、肉用牛繁殖農家の営農を圧迫しているこ
とkら、飼料の価格高騰分を支援し、営農斧安定化を図る。
②飼料価格高騰緊急対策事業補助金
③対象数：170頭、単価27,400円/頭
④交付対象者：肉用牛繁殖農家、交付対象：保有する肉用牛

－ － － R7.1 R7.3
当該支援策を通じて、営農継
続される畜産農家数：８経営
体

市ホームページへの掲載 農林水産・食品分野 R6補正（地）

14 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○

集会所整備事業補助金（光
熱費の負担軽減及び省エネ
推進を目的とするエアコンの
整備分・町内会等関係費）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑦中小企業等
に対するエネ
ルギー価格高
騰対策支援

6,560 6,560 6,560 - 

①原油価格・物価高騰対策として、集会所を所有・管理している町内
会に対し、光熱費等の負担軽減による住民が利用しやすい環境づくり
と二酸化炭素排出量の削減によるゼロカーボンシティの一層の推進
を図るため、省エネエアコン整備に係る支援を行う。
②エアコンの整備に係る経費
③整備する部屋の面積
　　20畳まで　32町内会×70千円＝2,240千円
　　20畳超　　36町内会×120千円＝4,320千円
④町内会

－ － － R7.3 R7.3 申請した町内会（68町内会）
への交付率100％

市ホームページ
集会所への掲示

対象分野に関連し
ない R6補正（地）

15 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
出産・子育て応援事業（プレミ
アム分付与）

Ⅱ．物価高の克服 ○

②エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う子育て世
帯支援

12,000 12,000 12,000 - 

①物価高が続く中、子育て世帯への支援を行うことにより子育て世帯
の生活の安定を図る。
②出産・子育て応援事業における経済的支援の上乗せ
③600件（妊娠届出数及び出生数を考慮）×2回（妊娠時、出産時）×
10,000円
④子育て世帯

－ ○ － R7.3 R7.3 対象者への給付率：90％以
上

市ホームページ
対象分野に関連し
ない R6補正（地）

16 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
指定管理施設光熱水費等補
助金（観光施設事業特別会
計繰出金）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例よりも
更に効果があ
ると判断する
地方単独事業

当地は、冬季は季節風の影響を受け非
常に寒冷な地域であるところ、今年度
は特に低温傾向が続き、暖房用の燃
料、電気等の使用が避けられない状況
である。また、夏季にあっては、盆地で
あるため高温多湿の日が続き、熱中症
予防等利用者の安全性を考慮すれば、
冷房の稼働も必須となっている。これら
の地域的特性がある中で、今般のエネ
ルギー価格の高騰は、指定管理者に
とって大きな負担となっているところ、指
定管理者によるマネジメントを促進しな
がらも、なお抑制することが困難な部分
について、補助金として支援し、急激な
物価高騰の状況下にあっても、指定管
理者による適切な事業継続がなされる
よう図るもの。

3,509 3,509 3,509 - 

①エネルギー価格高騰の影響を受けている指定管理者に対し、その
対象となる電気料の高騰分を支援することにより、適切な施設運営を
図る。
②エネルギー価格高騰の影響を受けている電気料
③令和６年度支払額と、同年度の指定管理料積算額との差額3,509
千円
④一般財団法人会津若松観光ビューロー

○ － － R7.3 R7.3 対象者への交付額：3,509千
円

市ホームページ
対象分野に関連し
ない R6補正（地）

17 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
指定管理施設光熱水費等補
助金（勤労青少年ホーム管理
費）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例よりも
更に効果があ
ると判断する
地方単独事業

当地は、冬季は季節風の影響を受け非
常に寒冷な地域であるところ、今年度
は特に低温傾向が続き、暖房用の燃
料、電気等の使用が避けられない状況
である。また、夏季にあっては、盆地で
あるため高温多湿の日が続き、熱中症
予防等利用者の安全性を考慮すれば、
冷房の稼働も必須となっている。これら
の地域的特性がある中で、今般のエネ
ルギー価格の高騰は、指定管理者に
とって大きな負担となっているところ、指
定管理者によるマネジメントを促進しな
がらも、なお抑制することが困難な部分
について、補助金として支援し、急激な
物価高騰の状況下にあっても、指定管
理者による適切な事業継続がなされる
よう図るもの。

1,390 1,390 1,390 - 

①物価高騰対策として、原油価格の高騰の影響を受けている指定管
理者に対し、その対象となる光熱水費の高騰分を支援することによ
り、安定的かつ適切な施設運営を図る。
②原油価格高騰の影響を受けている光熱水費
③指定管理者への補助金（令和６年度支出額-指定管理料積算額）
1,390千円
④一般財団法人会津若松市勤労者福祉サービスセンター

○ － － R7.3 R7.3 対象者への交付額：1,390千
円

市ホームページ
対象分野に関連し
ない R6補正（地）

18 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 地域内消費喚起事業 Ⅱ．物価高の克服 ○
③消費下支え
等を通じた生
活者支援

234,259 234,259 234,259 - 

①長引く原油価格や物価高騰により、低迷が予測される消費マインド
を喚起し、地域内の経済を活性化することで事業者を支援するため、
地域通貨の還元およびプレミアム付き商品券を発行する。
②地域内の消費喚起のために行う２つの事業に要する経費
③会津コイン還元業務委託料　117,999千円、プレミアム商品券事業
補助金116,260千円
④一般社団法人AiCTコンソーシアム、会津若松商工会議所

－ － － R7.3 R7.3 利用者還元額２億円
消費総額　１０億円

市ホームページ
広報誌

対象分野に関連し
ない R6補正（地）

19 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
指定管理施設光熱水費等補
助金（会津総合運動公園等
維持管理費）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例よりも
更に効果があ
ると判断する
地方単独事業

当地は、冬季は季節風の影響を受け非
常に寒冷な地域であるところ、今年度
は特に低温傾向が続き、暖房用の燃
料、電気等の使用が避けられない状況
である。また、夏季にあっては、盆地で
あるため高温多湿の日が続き、熱中症
予防等利用者の安全性を考慮すれば、
冷房の稼働も必須となっている。これら
の地域的特性がある中で、今般のエネ
ルギー価格の高騰は、指定管理者に
とって大きな負担となっているところ、指
定管理者によるマネジメントを促進しな
がらも、なお抑制することが困難な部分
について、補助金として支援し、急激な
物価高騰の状況下にあっても、指定管
理者による適切な事業継続がなされる
よう図るもの。

6,754 6,754 6,754 - 

①物価高騰対策として、原油価格高騰の影響を受けている指定管理
者に対し、その対象となる電気料、ガス代、燃料費の高騰分を支援す
ることにより、適切な施設運営を図る。
②原油価格高騰の影響を受けている電気料、ガス代、燃料費
③令和６年度支払額と、同年度の指定管理料積算額との差6,754千
円
④一般財団法人会津若松市公園緑地協会

○ － － R7.3 R7.3 対象者への交付額：6,754千
円

市ホームページ
対象分野に関連し
ない R6補正（地）

20 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
学校給食食材購入費
(物価高騰に伴う保護者負担
低減分)

Ⅱ．物価高の克服 ○

②エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う子育て世
帯支援

91,489 91,489 91,489 - 

①学校給食の食材価格高騰が継続するなか、児童生徒等の保護者
が負担する学校給食費の増額改定は行わず、食材価格高騰分を支
援することにより、保護者の負担軽減を図るとともに、安定的に学校
給食を提供する。
②市立学校及び幼稚園の給食費の物価高騰分の減免に係る費用
（学校給食食材購入費に交付金を充当。）
　児童生徒へ提供する学校給食の主食、牛乳及び副食材料費（保護
者から徴収する学校給食費で賄えない価格高騰分への補填。教職員
分を含まない。）
③91,488,420円（ア＋イ）
　ア単価と徴収額の差額支援　72,223,500円
　幼稚園児：20円/食×2,625食＝52,500円
　児童：50円/食×961,020食＝48,051,000円
　生徒：50円/食×482,400食＝24,120,000円
　イ今後の物価高騰対応分 19,264,920円
　幼稚園児：4円/食×2,625食＝   10,500円
　児童：11円/食×961,020食＝10,571,220円
　生徒：18円/食×482,400食＝ 8,683,200円
④児童生徒の保護者（一般会計）

－ － － R7.3 R7.3

児童生徒保護者の物価高騰
分負担軽減
（現在の給食費額に据え置
く）
学校給食費の追加徴収　0円
※児童生徒数×1食あたり負
担増額見込額（激変緩和分を
含む）
・幼稚園児：24円/食×2,625
食
・児童：61円/食×961,020食
・生徒：68円/食×482,400食

市ホームページや給食だより等による周知 給食 R6補正（地）

21 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
指定管理施設光熱水費等補
助金（文化センター管理費）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例よりも
更に効果があ
ると判断する
地方単独事業

当地は、冬季は季節風の影響を受け非
常に寒冷な地域であるところ、今年度
は特に低温傾向が続き、暖房用の燃
料、電気等の使用が避けられない状況
である。また、夏季にあっては、盆地で
あるため高温多湿の日が続き、熱中症
予防等利用者の安全性を考慮すれば、
冷房の稼働も必須となっている。これら
の地域的特性がある中で、今般のエネ
ルギー価格の高騰は、指定管理者に
とって大きな負担となっているところ、指
定管理者によるマネジメントを促進しな
がらも、なお抑制することが困難な部分
について、補助金として支援し、急激な
物価高騰の状況下にあっても、指定管
理者による適切な事業継続がなされる
よう図るもの。

1,518 1,518 1,518 - 

①原油価格・物価高騰対策として、施設の指定管理者に対し、電気料
金等の高騰分について支援を行うことで、安定かつ円滑な施設の管
理運営を図る
②原油価格高騰の影響を受けている電気料金等
③指定管理者への補助金（令和6年度支出見込額-当初見込額）
1,518千円
④公益財団法人会津若松文化振興財団

○ － － R7.3 R7.3 支援額：1,518千円 市ホームページ
対象分野に関連し
ない R6補正（地）

22 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
指定管理施設光熱水費等補
助金（會津風雅堂管理費）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例よりも
更に効果があ
ると判断する
地方単独事業

当地は、冬季は季節風の影響を受け非
常に寒冷な地域であるところ、今年度
は特に低温傾向が続き、暖房用の燃
料、電気等の使用が避けられない状況
である。また、夏季にあっては、盆地で
あるため高温多湿の日が続き、熱中症
予防等利用者の安全性を考慮すれば、
冷房の稼働も必須となっている。これら
の地域的特性がある中で、今般のエネ
ルギー価格の高騰は、指定管理者に
とって大きな負担となっているところ、指
定管理者によるマネジメントを促進しな
がらも、なお抑制することが困難な部分
について、補助金として支援し、急激な
物価高騰の状況下にあっても、指定管
理者による適切な事業継続がなされる
よう図るもの。

5,594 5,594 5,594 - 

①原油価格・物価高騰対策として、施設の指定管理者に対し、電気料
金等の高騰分について支援を行うことで、安定かつ円滑な施設の管
理運営を図る
②原油価格高騰の影響を受けている電気料金等
③指定管理者への補助金（令和6年度支出見込額-当初見込額）
5,594千円
④公益財団法人会津若松文化振興財団

○ － － R7.3 R7.3 支援額：5,594千円 市ホームページ
対象分野に関連し
ない R6補正（地）

23 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
指定管理施設光熱水費等補
助金（コミュニティプール管理
費）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例よりも
更に効果があ
ると判断する
地方単独事業

当地は、冬季は季節風の影響を受け非
常に寒冷な地域であるところ、今年度
は特に低温傾向が続き、暖房用の燃
料、電気等の使用が避けられない状況
である。また、夏季にあっては、盆地で
あるため高温多湿の日が続き、熱中症
予防等利用者の安全性を考慮すれば、
冷房の稼働も必須となっている。これら
の地域的特性がある中で、今般のエネ
ルギー価格の高騰は、指定管理者に
とって大きな負担となっているところ、指
定管理者によるマネジメントを促進しな
がらも、なお抑制することが困難な部分
について、補助金として支援し、急激な
物価高騰の状況下にあっても、指定管
理者による適切な事業継続がなされる
よう図るもの。

9,931 9,931 9,931 - 

①物価高騰対策として、原油価格高騰の影響を受けている指定管理
者に対し、その対象となる電気料、燃料費の高騰分を支援することに
より、適切な施設運営を図る。
②原油価格高騰の影響を受けている電気料、燃料費
③令和６年度支払額と、同年度の指定管理料積算額との差額9,931
千円
④株式会社会津インターナショナルスイミングスクール

○ － － R7.3 R7.3 対象者への交付額：9,931千
円

市ホームページ
対象分野に関連し
ない R6補正（地）

24 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
指定管理施設光熱水費等補
助金（市民スポーツ施設管理
費）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例よりも
更に効果があ
ると判断する
地方単独事業

当地は、冬季は季節風の影響を受け非
常に寒冷な地域であるところ、今年度
は特に低温傾向が続き、暖房用の燃
料、電気等の使用が避けられない状況
である。また、夏季にあっては、盆地で
あるため高温多湿の日が続き、熱中症
予防等利用者の安全性を考慮すれば、
冷房の稼働も必須となっている。これら
の地域的特性がある中で、今般のエネ
ルギー価格の高騰は、指定管理者に
とって大きな負担となっているところ、指
定管理者によるマネジメントを促進しな
がらも、なお抑制することが困難な部分
について、補助金として支援し、急激な
物価高騰の状況下にあっても、指定管
理者による適切な事業継続がなされる
よう図るもの。

4,862 4,862 4,862 - 

①物価高騰対策として、原油価格高騰の影響を受けている指定管理
者に対し、その対象となる電気料、ガス代、燃料費の高騰分を支援す
ることにより、適切な施設運営を図る。
②原油価格高騰の影響を受けている電気料、ガス代、燃料費
③令和６年度支払額と、同年度の指定管理料積算額との差4,862千
円
④一般財団法人会津若松市公園緑地協会

○ － － R7.3 R7.3 対象者への交付額：4,862千
円

市ホームページ
対象分野に関連し
ない R6補正（地）


